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福岡県在宅・車中泊避難者支援の手引きについて 

 

 

近年の大規模災害では、住宅の被害や電気や水道等のインフラの途絶など支障がある中

で、家族や自分の健康状態により自宅から出られない等、様々な事情により、避難所への

避難ではなく、在宅や車中泊で避難生活を送る避難者等がいました。 

本手引きは、大地震等の大規模災害が発生した場合の在宅避難者、車中泊避難者等の避

難所以外の避難者に対する支援の基本的な考え方をまとめたものであり、市町村が対応方

策を事前に検討できるよう、平時、災害時の具体的な対応内容をチェックリスト形式でと

りまとめています。 

 発災時に円滑に支援を行うには、平時から、市町村が自主防災組織等の地域住民と連携

して在宅避難者等の支援拠点の設置・運営について検討することや、車中泊避難を行う場

所の確保、必要な物資の備蓄などを行っておく必要があります。 

市町村においては、それぞれの置かれた自然条件や社会的条件、地域の特性、実情に十

分配慮した上で、避難所以外の避難者に対する支援について取り組んでいただきますよう

お願いします。 

 

 

令和８年５月 

            福岡県総務部防災危機管理局防災企画課 
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第１ 避難所以外の避難者等の支援に係る基本的

な考え方 
 

１ 「場所（避難所）の支援」から「人（避難者等）の支援」

への考え方の転換 
（１）近年の災害における避難生活では、住宅の被害や電気・水道等のインフラの途絶

など支障がある中で、避難所に居場所を確保できない、家族や自分の健康状態によ

り自宅から出れないなど、様々な事情により、避難所ではなく、在宅や車中泊で避

難生活を送る避難者及び被災者が少なからず発生しました。 

（２）このように、避難者の避難生活の状況は多様化していますが、避難生活を送る場

所に限らず、支援の内容は避難所の水準と同程度となるよう支援を実施することが

適切です。 

 

２ 在宅避難者・車中泊避難者等への支援のポイント 
（１）避難所を在宅避難者・車中泊避難者等の支援の場として機能するように設置する

ことに加え、必要に応じて、在宅避難者・車中泊避難者等のための支援の拠点を設

置し、水、食事及び物資などの提供、支援情報の発信等、必要な支援を行うことを

検討します。 

（２）在宅避難者・車中泊避難者等への支援については、避難所及び在宅避難者等の支

援拠点で行うことが考えられます。 

⚫ 避難所に在宅避難者・車中泊避難者等の支援施設の役割を持たせる。 

⚫ 支援拠点を設置することが効果的な場合は速やかに在宅避難者・車中泊避難者

等の支援拠点を設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）災害関連死を防止する観点から、被災地へ派遣された保健師や災害派遣福祉チー

ム（ＤＷＡＴ）等と連携し、在宅・車中泊避難をする上での注意喚起や健康状態及

び避難生活を送る上での困りごと等の相談に対応します。 

 



2 
 

３ 在宅避難者等の支援拠点の役割 
（１）避難所における在宅避難者・車中泊避難者等への支援と同様に、水・食事、物資

等の提供、支援情報の発信などの必要な支援を行うなど、避難所において支援の提

供を受けない在宅避難者・車中泊避難者等への支援や在宅避難者等支援施設の管

理・運営を行います。 

 

 

 

 （出典：内閣府「在宅・車中泊避難者等の支援の手引き」） 

  



3 
 

第２ 在宅避難者等の支援拠点           

１ 平時の対応 
（１）在宅避難者等の支援拠点の検討 

□ 支援拠点の設置場所として、地域の公民館、自治会館、公園、コンビニエンス

ストア等の屋外スペースのほか、行政や商業、教育の拠点となっている場所、

寺社といった住民が集う場所が候補として考えられる。 

 

（２）在宅避難者等の支援拠点の周知 

□ 支援拠点の設置場所や支援の内容について、市町村のホームページや自治会の

会報誌、掲示板等、様々な媒体を用いて平時から周知することで、災害時の円

滑な利用を促す。 

□ 在宅避難者等の支援拠点の駐車スペース等を活用し、車中泊避難を行うための

スペースを設置する場合は、その旨及び注意点の広報を実施する。 

□ 在宅避難者等の支援拠点の周知と併せて、避難所においても在宅避難者が物資

や情報等を受け取れることについて周知を行う。 

□ 支援拠点を開設している旨の情報や受けられる支援内容等の発信方法につい

ても検討する。 

 

（３）運営方法の検討 

□ 在宅避難者等の支援拠点は、規模、機能、設置主体、運営主体等の点について、

様々な形態が想定されるところであり、地域の実情に応じた運営体制を平時か

ら検討する。 

□ 行政のほか、自治会や自主防災組織、在宅避難者・車中泊避難者等を中心に共

助の取組として運営することも検討する。 

□ 広域な支援拠点を行政が主体となって設置することも考え、地域住民や民間支

援団体と事前に協議するなど、地域の実情に応じた運営体制を平時から検討す

る。また、水、食事及び物資等の提供、支援情報の発信等に加え、相談窓口の

設置や申請窓口を設置するなど、幅広い支援を提供することも検討する。 

□ 各自治会レベルの支援拠点の運営・管理は、地域の共助や外部支援と連携する

ことを目指す。 

 

（４）訓練の実施 

□ 市町村の防災訓練等に併せて、地域の自治会等が関与し、支援拠点の開設・運

営訓練を実施する。 

□ 支援拠点としての運営に必要な備品等について、平時から支援拠点となる場所

に備蓄を行うなど、開設・運営に向けた準備を行う。 
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２ 災害時の対応 
（１）在宅避難者等の支援拠点の開設・運営 

□ 建物被災状況や避難所の状況などに応じ、在宅避難者等が水や食料、トイレ等

必要な物資の受取りや利用をしやすい場所に支援の拠点を設置する。 

□ 発災２日目、３日目以降など、家庭における備蓄等の状況や主体となる地域の

住民等の取組が可能となるタイミングで開設する。 

□ 自治会等地域住民が主体となって開設した場合には、その旨を市町村に届け出

るとともに、連絡体制を構築する。 

 

（２）支援拠点の利用者名簿の作成 

□ 避難者の氏名、生年月日、性別、住所、支援の必要性の有無等を記載した利用

者名簿を作成する。 

□ 利用者名簿を基に、必要な物資の数等を確認するなど、避難者が必要な支援を

受けられるようにする。 

 

（３）食料、飲料水、支援物資の配布等 

□ 配布した避難者や数量などを記録に残す。 

□ 支援物資については、災害の種類や季節に応じた必要な物資を配布する。 

□ 食物アレルギーを有する人への食料や食事に配慮し、特定原材料等の確認を行

う。また、避難者自身からのアレルギーを起こす原因食品の情報提供や、文化・

宗教上の理由による食事への要望があれば、可能な限り配慮等を行う。 

 

（４）衛生・健康管理 

□ 炊き出しを実施する際は、調理前の手指及び調理器具の消毒を徹底し、衛生的

な調理に配慮し、調理する人の体調管理を行う。 

□ 食料品の保管に当たっては、必要に応じて冷蔵庫を使用する。 

□ 支援拠点において、携帯トイレを配布するほか、支援拠点に簡易トイレや仮設

トイレ等を設置するなど、付近の在宅避難者等が清潔なトイレを利用できるよ

う整備する。 

□ 支援拠点を利用する避難者の体調に変化があった場合には、外部医療機関等へ

つなげるなどの対応をとる。 

 

（５）避難者への情報提供 

□ 避難者に対し、避難所と同様の情報提供を実施する。 

□ 市町村から避難所への情報提供ルートの中に、支援拠点についても含めるなど、

支援拠点への情報提供ルールをあらかじめ定めておく。 

 

（６）支援拠点の閉所 

□ 電気、水道といったインフラの復旧状況や物流の回復状況、周囲の在宅避難者

等の自炊機能の回復までの期間とするなど、地域の実情に応じて対応する。 

□ 支援拠点の閉鎖は、避難所の閉鎖のタイミングと一致させる必要はない。 
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【自治会等地域住民が主体となって設置する場合の在宅避難者等の支援拠点の運営】 

 拠点運営の動きと留意点 市町村（行政）の対応 

開設時 ・開設場所、運営主体の連絡先、拠

点の開設時間を市町村に連絡 

・開設している支援拠点の把握、整

理 

・支援拠点の開設情報や受けられる

支援内容等の情報を発信 

開設中 ・支援拠点の利用者名簿の作成（必

要な食料、飲料水等の数、その他

の必要な物資の内容や数量を把

握） 

・各支援拠点の利用者数、食料等の

必要な物資数を集約 

・支援拠点の利用者について、市町

村側で状況把握が済んでいない

者について、支援拠点を訪問した

際に、調査票の記入を依頼 

・支援拠点で把握した情報の集約・

蓄積を実施 

・食料、飲料水、支援物資の配布等 ・配布する食料、飲料水、支援物資

等の不足が生じた場合には、補充

等の対応を実施 

・支援情報を支援拠点の利用者に提

供 

・避難所において提供している支援

情報等、支援に係る情報を支援拠

点に提供 

・民間支援団体との連携（ＮＰＯ等

の民間団体の支援が得られる場

合には、家屋の片付け等に使用す

る資機材の貸出や心のケア、その

他の支援の実施を検討すること

も効果的である） 

 

・支援拠点で車中泊避難者を受け入

れる場合は、支援拠点の運営に加

えて、車中泊避難者の健康管理、

トイレの確保等が必要となるた

め、注意する 

 

・デジタル技術の利活用（支援拠点

の運営管理は、デジタル技術を活

用し、効率的に行う） 

 

閉鎖時 ・閉鎖する旨を市町村に連絡（利用

者名簿や物資の配布状況等、支援

拠点の運営に関する記録を整理

し、市町村に提出） 

・閉鎖した支援拠点の把握・整理 
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第３ 車中泊避難者の支援           

１ 平時の対応 
（１）車中泊避難スペースの検討 

□ 指定避難所の駐車スペースの他、大規模な都市公園や商業施設の駐車場であっ

て、トイレや物資支援のスペースが確保されている場所、道の駅、オートキャ

ンプ場等の活用を検討する。 

□ 在宅避難者等の支援拠点の駐車スペースを車中泊避難を行うためのスペース

とすることを検討する。 

□ 避難生活を送るための設備が必要であり、トイレ、給水・排水施設、電源等が

整備されている又は発災時に設置できることが望ましい。 

 

（２）車中泊避難スペースの周知 

□ 自由に様々な場所で車中泊避難が行われると避難者の状況把握が困難となる

ことや、環境の整った場所で車中泊避難が行われることが望ましいことから車

中泊避難スペースを事前に公表し、実施場所に誘導する。 

□ 市町村のホームページや自治会の会報誌、掲示板等、様々な媒体を用いて周知

に努める。 

□ 車中泊避難を行うためのスペースを開設した場合の開設している旨の情報や

スペースの空き情報等の発信の方法を検討する。 

 

（３）車中泊避難者向け物資の備蓄 

□ 弾性ストッキングなどの車中泊避難者が必要とする物資について、必要と想定

される量を備蓄する。 

 

（４）運営方法の検討 

□ 車中泊避難を行うためのスペースは、指定避難所と異なるルール決めが必要と

なることが想定されることや、持病や障がいがあること、ペットとの同伴避難

などの理由により車中泊を選択する避難者も想定されることから、状況把握の

方法や駐車スペースの区分け、必要な機能の配置、車路の確保といったゾーニ

ング、場所決めなど運営のルールを事前に検討する。 

□ 運営ルールの検討には、着替えや授乳など配慮が必要な事項について、女性の

視点を反映させる。 

 

（５）車中泊避難の注意点の広報 

□ 健康被害を防ぎ、適切な方法で車中泊避難を行えるようにするため、車中泊を

行う際の注意点と対策等を周知する。 

□ エコノミークラス症候群や車のマフラーが埋もれることによる一酸化炭素中

毒等、車中泊避難における健康被害を防ぐ観点から、車中泊避難を行う際の注

意喚起を行う。特に、エコノミークラス症候群の予防のため、こまめな水分補

給、定期的な歩行・足の運動等を周知するとともに、トイレの確保状況や利用

方法をあわせて周知し、避難者が水分補給を控えることのないよう配慮する。 
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２ 災害時の対応 
（１）車中泊避難を行うためのスペースの開設・運営 

□ 被害の状況等を勘案し、必要な車中泊避難を行うためのスペースを開設する。 

□ 季節性を考慮し、夏季であれば高温や熱中症への対策、冬季であれば低温や積

雪でマフラーが埋まることによる一酸化炭素中毒への注意が必要である点に

留意する。 

 

（２）避難者名簿の作成 

□ 食料の配給等に当たって、避難者の数や状況の把握が重要となることから、氏

名、生年月日、性別、住所、支援の必要性の有無等を記載した避難者名簿を作

成する。 

□ 指定避難所や在宅避難者等の支援拠点の一部を車中泊避難を行うためのスペ

ースとしているときは、指定避難所の滞在者や支援拠点の利用者名簿と併せて

整理する。 

 

（３）運営体制の構築 

□ 運営委員会を構築し、運営責任者を配置する。運営責任者の配置に当たっては、

男性と女性の両方を配置する。 

□ 指定避難所の一部を車中泊避難を行うためのスペースとしているときは、指定

避難所の運営委員会の中に車中泊に関する班を設置するなど、避難所運営と一

体的な運営体制とすることを検討する。 

□ 運営責任者は、車中泊避難を行うためのスペースの滞在者数、必要な物資等に

ついて把握し、市町村（災害対策本部）との調整を行う。 

 

（４）車中泊避難スペースの設置 

□ 車中泊避難者のスペース内における区分について想定を行う。 

  （例：支援が必要な人、最低限の関与を求める人、男性専用、女性専用、家族、

ペット連れ） 

□ 車路幅５～６メートルを確保し、通行方向（一方通行）を決める。 

□ 車中泊避難に必要なスペースは「車＋生活空間」を確保すること。 

□ トイレ、給水所、排水施設、ゴミ捨て場、物資配給所、本部、休憩所などの施

設を受入れ人数やスペース区分及び出入口からの距離を考慮して配置する。 

□ 車両の受付をする際に、車中泊避難所への接続道路の渋滞を防ぐため、車を一

時的に駐車する場所を確保する。 

□ 車中泊避難を行うためのスペースは屋外となることから、照明の確保を適切に

行う。 
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（５）車中泊避難所の運用ルール 

   以下の項目について検討する。 

□ アイドリングについて 

□ 音、光について 

□ テント設営についての可否 

□ 駐車場を離れる場合の対応 

□ 緊急事態の知らせ方 

□ 喫煙・飲酒のルール 

□ ゴミの回収方法 

 

 

 

 

【車中泊避難所のイメージ】             【車の駐め方】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：（一社）九州防災パートナーズ「車中泊避難所設置マニュアル」） 
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（６）食料、飲料水、支援物資の配布 

□ 必要な食料、飲料水、支援物資の配布を行う。避難所と併せて車中泊避難を行

うためのスペースを設置する場合は、車中泊避難者が物資の配布を受けやすい

よう配慮する。 

□ 入浴機会、洗濯機会を確保する。 

□ 食物アレルギーを有する人への食料や食事に配慮し、特定原材料等の確認を行

う。また、避難者自身からのアレルギーを起こす原因食品の情報提供や、文化・

宗教上の理由による食事への要望があれば、可能な限り配慮等を行う。 

 

（７）衛生・健康管理 

□ 保健師・看護師等のチームによる健康指導、巡回指導を実施する。 

□ エコノミークラス症候群などの健康被害を防ぐため、弾性ストッキングの配布

等の支援を行う。 

□ プライバシーの確保が可能である一方、体調が悪い方の早期発見が難しいため、

運営側と市町村の保健部局は情報を共有し、必要な支援を行う。 

 

（８）情報提供 

□ 掲示板、回覧板、などを活用し、避難者に必要な情報を届ける。 

 

（９）防火・防犯対策 

□ 喫煙場所の指定、石油ストーブ等からの出火防止対策、ゴミ集積場への放火防

止のための定期的な巡回警備等の防火対策を行う。 

□ 照明が不十分な場所が存在すると犯罪を誘発・助長するため、特に被害に遭い

やすいこども、高齢者、女性から危険箇所・必要な対応について意見を聞き、

照明の増設などの環境改善を行う。 

□ 警察と連携し、巡回の実施や被害者の相談窓口情報の提供を行う。 

 

（10）車中泊避難を行うためのスペースの閉所 

□ 開設期間は、被害の状況等に応じ検討することが必要であるが、長期間となる

ことは避け、なるべく短期間で閉所できるよう検討する。 

□ 車中泊避難の早期解消を図るため、避難所への誘導、ホテル・旅館の活用、応  

急仮設住宅への早期の入居等の取組を進める。 
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【車中泊避難を行うためのスペースの運営】 

 車中泊避難を行うためのスペースの運
営の動きと留意点 

市町村（行政）の対応 
（行政の役割） 

開設時 ・車中泊避難を行うためのスペースを
担当者（行政、指定管理者、自治会、
自主防災組織等）が開設 

※指定避難所の一部を車中泊避難スペ
ースとしているときは、避難所の開
設者が報告 

・開設している車中泊避難を行うため
のスペースの把握、整理 

・車中泊避難を行うためのスペースの
開設情報やスペースの空き状況等の
情報を発信 

開設中 ・避難者の名簿の作成 ・利用者数、食料等の必要な物資数を
集約 

・施設管理者、行政職員、避難者等で運
営委員会を構築する 

 

・車中泊避難を行うためのスペースの
利用者について、市町村側で状況把
握が済んでいない者について、調査
票等の記入を依頼 

・車中泊避難を行うためのスペースで
把握した情報の集約・蓄積を実施 

・食料、飲料水、支援物資の配布等 ・配布する食料、飲料水、支援物資等の
不足が生じた場合には、補充等対応
を実施 

・各車両を見回り、車中泊避難者への
健康管理を実施する 

・避難所等への巡回と併せて、車中泊
避難者に関しても保健師等のチーム
による健康相談、健康管理及び衛生
対策などを実施する体制を整備 

・掲示板への掲示、案内の配布、回覧板
の活用、ＦＭラジオを介した情報の
発信等を行う 

・避難所において提供している支援情
報等、支援に係る情報を車中泊避難
を行うためのスペースにおいても提
供 

・トイレや廃棄物置き場といった設備
や場所について、定期的に維持管理
を行う 

 

・定期的な巡回警備等の防火・防犯対
策を実施する 

・警察等との連携を検討 

・ＮＰＯ等の民間支援団体の支援が得
られる場合には、運営の補助や炊き
出しの実施、心のケア、その他の支援
の実施を検討する 

 

 ・車中泊避難を行うためのスペースに
相談窓口や罹災証明書等の申請窓口
を設置する 

・車中泊避難を行うためのスペースの
運営管理は、デジタル技術を活用し、
効率的に行う 

 

閉鎖時  ・車中泊避難は、エコノミークラス症
候群等のリスクもあることから、早
期に解消できるよう避難所の環境整
備や応急仮設住宅への移動支援を実
施 

 


